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姫路市プレミアム付き商品券発行運営業務要求水準書 

 

１ 業務名 

姫路市プレミアム付き商品券発行運営業務 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和７年３月１７日（月）まで 

 

３ 全体概要 

（１）商品券 

①名称      姫路しらさぎ商品券 

②発行総額    ３，１２５，０００千円（プレミアム分６２５，０００千円を含む） 

③発行内訳 

  発行セット数 プレミアム率 １セットの構成 

デジタル商品券 ２５万 ２５％ １２，５００円分 

④販売価格    １万円／セット 

  ⑤購入申込方法   ・モバイル端末（スマートフォン等）を活用して申込、購入、利用がで 

きること。 

・申込の入力項目に氏名、住所、生年月日、電話番号、申込セット数、 

メールアドレスを含めること。 

            ・アプリ等の使用にあたり、アクセス集中時のシステム負荷への対応策 

や特殊詐欺や偽サイト等への対策を講じること。 

・購入申込をマイナンバーカード所有者に限定するため、マイナンバー  

カード所有者を認識できる機能を搭載すること。 

・マイナンバーカードを所有しているものの、利用しているスマート 

フォンの機能やエラー等により正常な読み取りができず、コールセン 

ター等で操作方法を説明しても解決しない場合には写真データにより 

マイナンバーカードの所有を確認するなどして、円滑に購入申込がで 

きるよう取り組むこと。 

            ・マイナンバーカードの所有確認に署名用電子証明書を使用できない  

１５歳未満のマイナンバーカード所有者や顔認証マイナンバーカード 

所有者の本人確認を行う手法を提示し、市の承認を受けること。 

            ・契約候補者に特定された場合、アプリ等について購入申込開始２週間

前までに発注者へデモンストレーションを行うこと。 

            ・重複申込・虚偽申込への対策を講じること。 

            ・申込件数が発行セット数超の場合は抽選を行うこと。 

・申込件数が発行セット数未満の場合は、当初販売の購入申込者を対象 

に追加販売を案内し、追加販売を行うこと。 

 ・デジタル商品券の販売(チャージ)手段について、コンビニ決済を含め 

て複数提案すること。 
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  ⑥個人情報等の保護 アプリ等の使用にあたり、個人情報等の保護について以下のセキュリ  

ティ要件を備えること。 

           ・購入申込者等のデータは日本国内のデータセンターで保存し、データが 

海外で保存されることがないこと。 

・データ保護のための適切な暗号化処理（「電子政府における調達のため 

に参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載の「電子政府 

推奨暗号リスト」を用いた暗号化処理）が行われていること。 

           ・外部サービスの利用に係るログを取得できること。 

           ・サービス終了時に、暗号化した鍵（暗号鍵）を削除する等、情報資産を 

復元困難な状態とするなど、適切なデータの廃棄が行われること。 

                      ※その他、適宜、必要な方法でセキュリティを確保すること。 

⑦購入上限    一人につき、５セット  

  ⑧購入対象者   姫路市に住所を有する者 

  ⑨参加店舗    ・商品券が使用できる市内店舗を１，８００店舗以上確保すること。 

           ・エネルギー・物価高騰の影響を受ける利用者の負担を軽減するため、 

ＬＰガス・ガソリン販売店舗について利用可能店舗とするよう努めること。 

  ⑩販売店舗    ・商品券の販売（チャージ）ができるコンビニエンスストア等を含めた店

舗等を市内に１００店舗以上確保すること。※市内小学校区で販売店舗

に偏りがないようにすること。 

 ・販売店舗と委託契約を行う場合は、別途受託者が行うこと。 

  ⑪使用期間    令和５年度実績(８６日間)と同程度の使用期間を確保すること。 

⑫換金      月２回程度実施すること。 

⑬コールセンター ・設置期間は、参加店舗募集開始から商品券使用期間終了後１ヵ月程度。 

         ・本市の休日（姫路市の休日を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）

第２条第１項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。）を除く。 

９時から１７時までは受け付けること。ただし、商品券購入申込期間及び 

利用期間は本市の休日も含み９時から１９時まで受け付けること。 

          ・商品券購入申込期間は１５回線以上確保すること。また、応答率が８０％

以上となるよう努めること。 

         ・本市が別に実施する「デジタル・ディバイド対策事業」と連携が可能な体

制を確保すること。 

         ・コールセンター開設日までにコールセンタースタッフに研修を行うこと。 

⑭個別サポート窓口 デジタル端末の所有者を対象に、商品券の申込や利用をサポートする個別 

サポート窓口を、商品券申込及び利用期間において市役所本庁舎内を含めて

１０か所以上開設すること。 

⑮利用者向け講座 商品券の申込において、デジタル機器の操作に不慣れな方などを対象とし

た講座を本市が別に実施する「デジタル・ディバイド対策事業」と連携し

ながら、市立公民館を使用するなど、地域に偏りがないよう実施すること。 

⑯店舗向け説明会 販売店舗担当者、参加店舗担当者それぞれを対象とする説明会を開催する 

こと。（オンライン開催でも可。） 
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  ⑰広報      ・広報物制作にあたり、下記の印刷物及び動画等を制作すること。 

〔参加店舗向け〕募集チラシ、申込書、ステッカー 

〔販売店舗向け〕ステッカー、 

           〔購入申込〕募集チラシ、ポスター 

           〔専用ホームページ〕参加店舗情報、事務局からのお知らせ 

           〔動画〕申込方法、購入方法、利用方法（それぞれ３分程度） 

           ・本事業を円滑に進めるために必要な上記以外の広報物についても具体例 

を挙げて内容、数量、使用目的及び効果を記載すること。 

※市からの広報依頼について 

            可能な範囲で柔軟に対応すること。 

店舗への周知文送付や利用者へのメール連絡、専用ホームページ更新な 

ど必要に応じて対応すること。 

  ⑱実施報告     事業完了時の実施報告にあたっては、事業の実施状況を利用者の年代や

店舗の属性等でデータ分析し、本市が事業効果検証をできる報告書を作

成すること。 

 

（２）業務実施体制の確立（事務局の設置） 

①事務局の設置  ・業務に必要な人員を配置し、トラブル等が生じた場合においても迅速に

対応できる体制を構築すること。 

         ・市、参加店舗、販売店舗等との連絡調整を緊密に行うこと。 

  ②統括責任者の選任 委託業務全体を統括するとともに、現場担当者に指示を行う業務責任者 

            を監督する者を統括責任者として１名選任すること。 

  ③業務責任者の選任 業務担当者に指示するとともに、現場の進捗管理を行う業務責任者を、 

常時配置すること。ただし、統括責任者と兼ねることはできない。 

  ④マニュアルの作成   申込受付事務、コールセンター、参加店舗、販売店舗などの各種マニュ 

アルを作成すること。 

 

（３）スケジュール  ・令和６年８月１日に本市と本業務における契約締結することを前提に、

実施可能な業務スケジュールを組むこと。 

・目安  ９月上旬頃      参加店舗募集開始 

               １０月中旬頃      購入申込受付 

 １１月中旬・下旬頃   商品券利用開始 

                ２月中旬・下旬頃   商品券利用終了 

（換金は２月末までに終えること） 

                 ３月中旬頃      事業完了 

 

（４）遵守事項 

  業務実施にあたり、関係法令を必ず遵守するとともに、本市の責めに帰する事由を除き、第三 

者に及ぼした損害については、責任をもって受託事業者が対応すること。 



4 

 

【参考】令和５年度姫路市プレミアム付き商品券事業 

 

１ 概要 

（１）商品券名    姫路しらさぎ商品券 

（２）発行形態    デジタル商品券、紙タイプ商品券 

（３）対象者     姫路市内在住者 

（４）発行総額    約３，７５０，０００千円 

（５）販売冊数    デジタル商品券              １５万セット 

           紙タイプ商品券（１，０００円券×１２枚） １５万セット 

（６）販売価格    １万円／冊（購入上限：デジタル、紙タイプそれぞれ一人３冊まで） 

（７）プレミアム率  デジタル商品券３０％、紙タイプ商品券２０％ 

（８）使用期間    令和５年１１月１０日（金）～令和６年２月４日（日） 

  

２ 主な事業実績 

（１）スケジュール 

           ８月２５日  参加店舗募集開始 

           ９月２６日  購入申込開始 

           １１月２日  当選通知 

           １１月１０日 商品券使用開始 

           ２月２９日  換金終了 

（２）発行数、申込数、販売数（単位：セット） 

 デジタル商品券 紙タイプ商品券 合計 

発行数 150,000 150,000 300,000 

申込数 192,957 302,307 495,264 

販売数 143,514 146,480 289,994 

 

（３）抽選方法    ・デジタル商品券 

２セット目まで申込どおりのセット数を割り当て、残りを３セット申込  

者のみで抽選 

・紙タイプ商品券 

１セット目まで申込どおりのセット数を割り当て、残りを２、３セット申

込者のみで抽選 

（４）販売店舗    デジタル商品券は市内のコンビニ又はゆうちょ銀行ＡＴＭで決済 

（５）参加店舗数   ２，３２３店舗（デジタルのみ８５店舗、紙タイプのみ４０３店舗、両方

１，８３５店舗） 
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（６） 換金 

デジタル商品券 換金期限 振込日 振込店舗数 換金額 

第１回 １１月１９日 １１月２７日 ８６１件 ３３３，４２２，１４７円 

第２回 １１月２９日 １２月 ６日 ８９７件 ３８３，３６４，６８０円 

第３回 １２月１０日 １２月１５日 ９２５件 ３５１，８２３，５７６円 

第４回 １２月２０日 １２月２７日 ８３６件 ２０９，６８２，２８８円 

第５回  １月 ４日  １月１２日 ８５１件 ２９４，１９９，４５３円 

第６回  １月１４日  １月１９日 ７７２件 １２１，３９８，８０６円 

第７回  １月２４日  １月３１日 ７３３件 ８２，５４１，３６２円 

第８回  ２月 ４日  ２月 ９日 ７３２件 ８５，３０５，６６６円 

合計   ６，６０７件 １，８６１，７３７，９７８円 

 

（７）コールセンター 

  ① 設置期間 ８月２１日～３月８日（平日１０時から１８時まで） 

    ※９月２６日～１０月１６日は９時から１９時まで（土日祝も受付） 

    ※１０月１７日～令和６年２月４日は１０時から１８時まで（土日祝、年末年始も受付） 

  ② 主な問合せ内容 

     ・抽選結果発表の時期 

・当選冊数について 

・商品券の申込、購入方法について 

  ③ 月別の問合せ件数 

 件数  件数  件数 

 ８月 ２１３件 １１月 ２，０８４件 ２月 １０８件 

９月 ４，３３１件 １２月 ３９８件 ３月 ３件 

１０月 ４，８６３件 １月 １５８件 合計 １２，１５８件 

（８）印刷物（抜粋） 

  ① ポスター・チラシなど 

   ア 販売案内ポスター（Ｂ３）     １，０００枚 

   イ 販売購入申込チラシ（Ａ４）    ２５万枚（自治会全戸配布２３万枚含む） 

   ウ 参加店舗募集チラシ（Ａ４×４Ｐ）    １万枚 

エ 参加店舗ポスター（Ｂ３）     ２，５００枚 

   オ 参加店舗ポップ（Ａ４）      ２，５００枚 

  ② 参加店舗マニュアル         ２，５００セット 
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姫路市プレミアム付き商品券発行運営業務提案書作成要領 

 

 この度の公募型プロポーザルにおいて提出する書類のうち、主に企画提案書を作成する際に留意

すべき項目について記載するものである。 

 なお、企画提案書の作成にあたっては、イラストを用いるなど分かりやすい表現に努めること。 

１ 業務実施体制 

（１）委託業務の全体統括を行う統括責任者、現場スタッフを常時統括する業務責任者及び現場 

スタッフの人数・役職、並びに協力企業との協力体制等をわかりやすく記載すること。 

（２）市、参加店舗、販売店舗等との連絡調整方法、体制、頻度等を記載すること。 

（３）事務局の設置予定場所を記載すること。（記載例：姫路市内、兵庫県神戸市など） 

（４）申請受付事務、コールセンター、参加店舗、販売店舗等向けに作成する各種マニュアルを例

示し、マニュアルの構成及び指示内容を簡潔に記載すること。 

（５）トラブルが発生した際の対応について記載すること。 

 

２ 業務スケジュール 

（１）令和６年８月１日に本市と本業務における契約締結することを前提に、実施可能な業務スケ

ジュールを示すこと。 

（２）令和７年３月１７日までに本業務の委託料及び未使用商品券分の精算支払いを完了させるス

ケジュールを示すこと。 

 

３ 商品券の発行（商品券発行スキーム、商品券管理システム） 

（１）制作するアプリ等の展開画面(購入申込時、当選確認時、商品券販売(チャージ)時、商品券利

用時等)を、イラストを使用して記載すること。 

  ① 購入申込手順を記載すること。 

  ② 読取エラーなどアプリ等でマイナンバーカードの所有を確認できない申込者に対して講じ

る代替手段を記載すること。 

  ③ マイナンバーカードの所有確認に署名用電子証明書を使用できない１５歳未満のマイナン

バーカード所有者や顔認証マイナンバーカード所有者の本人確認方法を記載すること。 

  ④ 重複申請・虚偽申請の確認方法を記載すること。 

  ⑤ 当選通知が届いた後の商品券の販売(チャージ)方法及び決済方法を記載すること。 

  ⑥ 販売手数料を記載すること。 

商品券の販売手数料総額を具体的な販売方法、内訳とともに示すこと。 

  ⑦ 参加店舗において商品等を購入する際の決済方法を記載すること。 

（２）当選決定から当選通知までの流れを記載すること。 

① 申込件数２５万セット超の場合の抽選条件を記載すること。 

② 申込件数２５万セット未満の場合の２次販売の実施方法等を記載すること。 

（３）ウイルス対策や内部情報の流出等を防ぐためのセキュリティ対策を記載すること。 

（４）振り込め詐欺への対策について記載すること。 

（５）システムの不具合が発生した場合の対応策を記載すること。 

 



7 

 

４ 参加店舗募集 

（１）周知方法について具体的に記載すること。 

（２）販促物品として準備するものを記載すること。 

（３）参加店舗募集チラシ及び申込書のデザイン案を示すこと。 

 

５ 商品券換金 

（１）換金までの事務の流れを記載すること。 

（２）換金手数料を記載すること。 

（３）業務スケジュールに換金を実施する予定日を記載すること。 

 

６ 利用者や参加店舗への対応 

（１）コールセンターについて 

   以下の内容を記載すること。 

① 開設する時間帯（平日のみ開設する場合は平日以外の対応を記載すること） 

② 閑散期と繁忙期の時期と配置人数 

③ 研修内容及び期間 

④ 想定質問に対する対応方法を簡潔に記載すること。 

 （質問者の設定） 

  スマートフォンの操作に不慣れな高齢男性からの電話 

 （想定質問）  

  アプリをダウンロードしたが、操作方法が分からないので教えてほしい。 

⑤ エスカレ対応となり得る事例とその対応策について、事例を１つ挙げて記載すること。 

（２）購入者・利用者への説明会、講座の開催 

実施回数、一回あたりの時間、対応人数、説明形式、実施場所等の概要を記載すること。 

（３）販売店舗・参加店舗向け説明会の開催 

実施回数、一回あたりの時間、対応人数、説明形式等の概要を記載すること。 

 

７ 広報 

（１）広報の手段 

具体例を提示し、内容・数量・金額・期待できる効果を記載すること。 

（２）広報物の制作 

   具体例を提示し、内容・数量・金額・必要に応じて使用目的も記載すること。 

８ 実施報告 

  分析に取り扱う予定の属性(利用者の「年代」や「性別」、店舗の「業種」等)を例示し、 

具体的に報告書の案を示すこと。 


